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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

  核燃料物質の臨界防止に係る記載について，事業指定基準規則と再処理

施設安全審査指針の比較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認可実

績により，事業指定基準規則第２条において追加された又は明確化された

要求事項を整理する。（第１表） 
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
２

条
と

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

比
較

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
２

条
（

核
燃

料
物

質
の

臨
界

防
止

）
 

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

備
 

考
 

第
二

条
 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
核

燃
料

物
質

が
臨

界
に

達

す
る

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、

核
的

に
安

全
な

形
状

寸
法

に
す

る
こ

と
そ

の
他

の
適

切
な

措
置

を
講

じ
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
解

釈
）

 

１
 
第

１
項

に
規

定
す

る
「

核
燃

料
物

質
が

臨
界

に
達

す
る

」
と

は
、

運
転

時
に

予
想

さ
れ

る
機

械
又

は
器

具
の

単
一

の
故

障

若
し

く
は

そ
の

誤
作

動
又

は
運

転
員

の
単

一
の

誤
操

作
を

想

定
し

た
場

合
に

、
核

燃
料

物
質

が
臨

界
に

達
す

る
こ

と
を

い

う
。

 

２
 
第

１
項

に
規

定
す

る
「

核
的

に
安

全
な

形
状

寸
法

に
す

る
こ

と
そ

の
他

の
適

切
な

措
置

」
と

は
、

核
燃

料
物

質
の

取
扱

い

上
の

一
つ

の
単

位
（

以
下

「
単

一
ユ

ニ
ッ

ト
」

と
い

う
。

）

に
つ

い
て

、
以

下
の

各
号

に
掲

げ
る

措
置

又
は

こ
れ

ら
と

同

等
以

上
の

措
置

を
い

う
。

 

一
 
核

燃
料

物
質

を
収

納
す

る
機

器
の

形
状

寸
法

、
溶

液
中

の
核

燃
料

物
質

の
濃

度
、

核
燃

料
物

質
の

質
量

、
核

燃

料
物

質
の

同
位

体
組

成
、

中
性

子
吸

収
材

の
形

状
寸

法
、

濃
度

、
材

質
等

に
つ

い
て

適
切

な
核

的
制

限
値

（
臨

界
管

理
を

行
う

体
系

の
未

臨
界

確
保

の
た

め
に

設

定
す

る
値

を
い

う
。

こ
の

値
は

、
具

体
的

な
機

器
の

設

計
及

び
運

転
条

件
の

妥
当

性
の

判
断

を
容

易
か

つ
確

実

に
行

う
た

め
に

設
定

す
る

計
量

可
能

な
値

で
あ

り
、

こ

の
値

を
超

え
た

機
器

の
製

作
並

び
に

運
転

時
及

び
停

止

時
に

お
け

る
運

転
条

件
の

設
定

は
許

容
さ

れ
な

い
。

）

が
設

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
指

針
1
0
）

 

再
処

理
施

設
に

お
い

て
臨

界
管

理
を

考
え

る
場

合
に

対
象

と

な
る

核
燃

料
物

質
取

り
扱

い
上

の
１

つ
の

単
位

で
あ

る
単

一

ユ
ニ

ッ
ト

に
つ

い
て

は
、

技
術

的
に

み
て

想
定

さ
れ

る
い

か

な
る

場
合

で
も

、
形

状
寸

法
管

理
、

濃
度

管
理

、
質

量
管

理
、

同
位

体
組

成
管

理
、

中
性

子
吸

収
材

管
理

等
並

び
に

こ

れ
ら

の
組

み
合

せ
に

よ
り

臨
界

を
防

止
す

る
対

策
が

講
じ

ら

れ
て

い
る

こ
と

。

（
指

針
1
0
）

 

１
．

核
燃

料
物

質
を

収
納

す
る

機
器

の
形

状
寸

法
、

溶
液

中

の
核

燃
料

物
質

の
濃

度
、

核
燃

料
物

質
の

質
量

、
核

燃

料
物

質
の

同
位

体
組

成
、

中
性

子
吸

収
材

の
形

状
寸

法
、

濃
度

、
材

質
等

に
つ

い
て

適
切

な
核

的
制

限
値

が

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
解

説
）

 

１
．

「
核

的
制

限
値

」
と

は
、

臨
界

管
理

を
行

う
体

系
の

未

臨
界

確
保

の
た

め
に

設
定

す
る

値
で

あ
る

。
こ

の
値

は
、

具
体

的
な

機
器

の
設

計
及

び
運

転
条

件
の

妥
当

性

の
判

断
を

容
易

か
つ

確
実

に
行

う
た

め
に

設
定

す
る

計

量
可

能
な

値
で

あ
り

、
こ

の
値

を
超

え
た

機
器

の
製

作

並
び

に
平

常
時

に
お

け
る

運
転

条
件

の
設

定
は

許
容

さ

変
更

無
し
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事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
２

条
（

核
燃

料
物

質
の

臨
界

防
止

）
 

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

備
 

考
 

（
解

釈
）

 

二
 
核

的
制

限
値

を
設

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

取
り

扱
わ

れ
る

核
燃

料
物

質
の

物
理

的
・

化
学

的
性

状
並

び
に

中

性
子

の
吸

収
効

果
、

減
速

条
件

及
び

反
射

条
件

に
関

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
状

態
の

変
動

を
考

慮
し

て
、

十
分

な

安
全

裕
度

を
見

込
む

こ
と

。
 

（
解

釈
）

 

三
 
核

的
制

限
値

を
設

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

以
下

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

中
性

子
増

倍
率

が
最

も
大

き
く

な

る
場

合
を

仮
定

し
、

十
分

な
安

全
裕

度
を

見
込

む
こ

と
。

 

①
ウ

ラ
ン

中
の

ウ
ラ

ン
２

３
５

の
割

合
、

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

の
同

位
体

組
成

、
ウ

ラ
ン

と
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム

の
混

合
比

等

②
核

燃
料

物
質

の
金

属
、

粉
末

、
ス

ラ
ッ

ジ
、

溶
液

等
の

物
理

的
形

態
及

び
化

学
的

形
態

③
 核

燃
料

物
質

及
び

中
性

子
減

速
材

の
非

均
質

性

及
び

濃
度

分
布

の
不

均
一

性

④
燃

料
物

質
中

の
中

性
子

減
速

材
及

び
吸

収
材

の
割

合

の
変

動

⑤
反

射
条

件
の

変
動

（
た

だ
し

、
浸

水
に

つ
い

て

は
、

再
処

理
施

設
の

立
地

条
件

、
適

切
な

設
計

等
に

よ
り

、
浸

水
の

可
能

性
が

極
め

て
低

い
と

判
断

さ
れ

る
場

合
は

浸
水

を
考

慮
し

な
く

て
よ

い
。

）
 

⑥
 計

算
コ

ー
ド

を
用

い
て

核
的

制
限

値
を

計
算

す

る
場

合
は

そ
の

計
算

誤
差

れ
な

い
。

 

（
指

針
1
0
）

 

２
．

核
的

制
限

値
を

設
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
取

り
扱

わ

れ
る

核
燃

料
物

質
の

物
理

的
・

化
学

的
性

状
並

び
に

中

性
子

の
吸

収
効

果
、

減
速

条
件

及
び

反
射

条
件

に
関

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
状

態
の

変
動

を
考

慮
し

て
、

十
分

な

安
全

裕
度

を
見

込
む

こ
と

。
 

（
解

説
）

 

２
．

核
的

制
限

値
を

設
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
以

下
の

諸

点
に

つ
い

て
中

性
子

増
倍

率
が

最
も

大
き

く
な

る
場

合

を
仮

定
し

、
十

分
な

安
全

裕
度

を
見

込
む

こ
と

。
 

(
１

)
ウ

ラ
ン

中
の

ウ
ラ

ン
-
23
5
の

割
合

、
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム

の
同

位
体

組
成

、
ウ

ラ
ン

と
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
の

混
合

比
等

(
２

)
核

燃
料

物
質

の
金

属
、

粉
末

、
ス

ラ
ッ

ジ
、

溶
液

等

の
物

理
的

形
態

及
び

化
学

的
形

態

(
３

)
核

燃
料

物
質

及
び

中
性

子
減

速
材

の
非

均
質

性
及

び

濃
度

分
布

の
不

均
一

性

(
４

)
核

燃
料

物
質

中
の

中
性

子
減

速
材

及
び

吸
収

材
の

割

合
の

変
動

(
５

)
反

射
条

件
の

変
動

（
た

だ
し

、
浸

水
に

つ
い

て
は

、

再
処

理
施

設
の

立
地

条
件

、
適

切
な

設
計

等
に

よ

り
、

浸
水

の
可

能
性

が
極

め
て

低
い

と
判

断
さ

れ
る

場
合

は
浸

水
を

考
慮

し
な

く
て

よ
い

。
）

(
６

)
計

算
コ

ー
ド

を
用

い
て

核
的

制
限

値
を

計
算

す
る

場

合
は

そ
の

計
算

誤
差

前
記

の
と

お
り
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事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
２

条
（

核
燃

料
物

質
の

臨
界

防
止

）
 

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

備
 

考
 

⑦
形

状
管

理
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

機
器

等
の

腐
食

⑧
中

性
子

吸
収

材
管

理
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

材
料

の
中

性
子

吸
収

効
果

の
低

減

（
解

釈
）

 

四
 

系
統

及
び

機
器

の
単

一
故

障
又

は
誤

動
作

若
し

く
は

運

転
員

の
単

一
誤

操
作

を
想

定
し

て
も

、
臨

界
に

な
ら

な
い

設

計
で

あ
る

こ
と

。
具

体
的

適
用

の
事

例
を

以
下

に
示

す
。

 

（
解

釈
）

 

①
濃

度
管

理
、

質
量

管
理

及
び

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
に

よ
る

臨
界

管
理

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、

単
一

故
障

又
は

誤
動

作
若

し
く

は
単

一
誤

操
作

を

想
定

し
て

も
、

臨
界

に
な

ら
な

い
設

計
で

あ
る

こ

と
。

 

②
臨

界
管

理
さ

れ
て

い
る

系
統

及
び

機
器

か
ら

単
一

故
障

又
は

誤
動

作
若

し
く

は
単

一
誤

操
作

に
よ

っ

て
、

臨
界

管
理

さ
れ

て
い

な
い

系
統

及
び

機
器

へ
、

核
燃

料
物

質
が

流
入

す
る

こ
と

の
な

い
設

計

で
あ

る
こ

と
。

 

(
７

)
形

状
管

理
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

機
器

等
の

腐
食

(
８

)
中

性
子

吸
収

材
管

理
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

材

料
の

中
性

子
吸

収
効

果
の

低
減

（
指

針
1
0
）

 

３
．

系
統

及
び

機
器

の
単

一
故

障
又

は
誤

動
作

若
し

く
は

運

転
員

の
単

一
誤

操
作

を
想

定
し

て
も

、
臨

界
に

な
ら

な

い
設

計
で

あ
る

こ
と

。
 

（
解

説
）

 

３
．

系
統

及
び

機
器

の
単

一
故

障
又

は
誤

動
作

若
し

く
は

運

転
員

の
単

一
誤

操
作

に
関

す
る

臨
界

安
全

管
理

上
の

要

求
の

具
体

的
適

用
の

事
例

を
以

下
に

示
す

。
 

(
１

)
濃

度
管

理
、

質
量

管
理

及
び

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材

に
よ

る
臨

界
管

理
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

単
一

故
障

又
は

誤
動

作
若

し
く

は
単

一
誤

操
作

を
想

定
し

て
も

、
臨

界
に

な
ら

な
い

設
計

で
あ

る
こ

と
。

(
２

)
臨

界
管

理
さ

れ
て

い
る

系
統

及
び

機
器

か
ら

単
一

故

障
又

は
誤

動
作

若
し

く
は

単
一

誤
操

作
に

よ
っ

て
、

臨
界

管
理

さ
れ

て
い

な
い

系
統

及
び

機
器

へ
、

核
燃

料
物

質
が

流
入

す
る

こ
と

の
な

い
設

計
で

あ
る

こ

と
。

前
記

の
と

お
り
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事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
２

条
（

核
燃

料
物

質
の

臨
界

防
止

）
 

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

備
 

考
 

（
解

釈
）

 

３
 
第

１
項

に
規

定
す

る
「

核
的

に
安

全
な

形
状

寸
法

に
す

る
こ

と
そ

の
他

の
適

切
な

措
置

」
と

は
、

二
つ

以
上

の
単

一
ユ

ニ

ッ
ト

が
存

在
す

る
場

合
に

つ
い

て
、

以
下

の
各

号
に

掲
げ

る

措
置

又
は

こ
れ

ら
と

同
等

以
上

の
措

置
を

い
う

。
 

（
解

釈
）

 

一
 
単

一
ユ

ニ
ッ

ト
相

互
間

の
中

性
子

の
吸

収
効

果
、

減
速

条
件

及
び

反
射

条
件

に
関

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
変

動
を

考

慮
し

て
、

十
分

な
安

全
裕

度
を

見
込

ん
だ

上
で

、
単

一

ユ
ニ

ッ
ト

相
互

の
配

置
、

中
性

子
遮

蔽
材

の
配

置
、

形

状
寸

法
等

に
つ

い
て

適
切

な
核

的
制

限
値

が
設

け
ら

れ

て
い

る
こ

と
。

（
解

釈
）

 

二
 
複

数
ユ

ニ
ッ

ト
の

核
的

制
限

値
を

設
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
以

下
の

事
項

に
つ

い
て

反
応

度
が

最
も

大
き

く

な
る

場
合

を
仮

定
し

、
十

分
な

安
全

裕
度

を
見

込
む

こ

と
。

 

①
単

一
ユ

ニ
ッ

ト
相

互
間

に
存

在
す

る
物

質
に

よ
る

中
性

子
の

減
速

及
び

吸
収

の
条

件
の

変
動

②
壁

等
の

構
築

物
か

ら
の

中
性

子
の

反
射

効
果

③
計

算
コ

ー
ド

を
用

い
て

核
的

制
限

値
を

計
算

す

る
場

合
は

、
そ

の
計

算
誤

差

④
核

燃
料

物
質

が
移

動
す

る
場

合
に

は
、

移
動

中

の
核

燃
料

物
質

の
落

下
、

転
倒

及
び

接
近

（
指

針
1
1
）

 

再
処

理
施

設
に

単
一

ユ
ニ

ッ
ト

が
２

つ
以

上
存

在
す

る
場

合

に
は

、
技

術
的

に
み

て
想

定
さ

れ
る

い
か

な
る

場
合

で
も

、

単
一

ユ
ニ

ッ
ト

相
互

間
の

適
切

な
配

置
の

維
持

、
単

一
ユ

ニ

ッ
ト

相
互

間
に

お
け

る
中

性
子

遮
蔽

材
の

使
用

等
並

び
に

こ

れ
ら

の
組

合
せ

に
よ

り
臨

界
を

防
止

す
る

対
策

が
講

じ
ら

れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
指

針
1
1
）

 

１
．

単
一

ユ
ニ

ッ
ト

相
互

間
の

中
性

子
の

吸
収

効
果

、
減

速

条
件

及
び

反
射

条
件

に
関

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
変

動
を

考
慮

し

て
、

十
分

な
安

全
裕

度
を

見
込

ん
だ

上
で

、
単

一
ユ

ニ
ッ

ト

相
互

間
の

配
置

、
中

性
子

遮
蔽

材
の

配
置

、
形

状
寸

法
等

に

つ
い

て
適

切
な

核
的

制
限

値
が

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
解

説
）

 

複
数

ユ
ニ

ッ
ト

の
核

的
制

限
値

を
設

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

以
下

の
諸

点
に

つ
い

て
反

応
度

が
最

も
大

き
く

な
る

場

合
を

仮
定

し
、

十
分

な
安

全
裕

度
を

見
込

む
こ

と
。

 

(
１

)
単

一
ユ

ニ
ッ

ト
相

互
間

に
存

在
す

る
物

質
に

よ
る

中

性
子

の
減

速
及

び
吸

収
の

条
件

の
変

動

(
２

)
壁

等
の

構
築

物
か

ら
の

中
性

子
の

反
射

効
果

(
３

)
計

算
コ

ー
ド

を
用

い
て

核
的

制
限

値
を

計
算

す
る

場

合
は

、
そ

の
計

算
誤

差

(４
)
核

燃
料

物
質

が
移

動
す

る
場

合
に

は
、

移
動

中
の

核
燃

料
物

質
の

落
下

、
転

倒
及

び
接

近

前
記

の
と

お
り
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事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
２

条
（

核
燃

料
物

質
の

臨
界

防
止

）
 

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

備
 

考
 

（
解

釈
）

 

三
 
複

数
ユ

ニ
ッ

ト
の

核
的

制
限

値
の

維
持

に
つ

い
て

は
、

十
分

な
構

造
強

度
を

持
つ

構
造

材
を

使
用

す
る

等
適

切

な
対

策
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

２
 

再
処

理
施

設
に

は
、

臨
界

警
報

設
備

そ
の

他
の

臨
界

事
故

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
解

釈
）

 

４
 

 第
２

項
に

規
定

す
る

「
臨

界
事

故
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要

な
設

備
」

と
は

、
以

下
の

各
号

に
掲

げ
る

措
置

又
は

こ
れ

ら

と
同

等
以

上
の

効
果

を
有

す
る

措
置

を
講

じ
た

設
備

を
い

う
。

 

一
 
臨

界
警

報
装

置
に

よ
り

、
臨

界
事

故
の

発
生

が
直

ち
に

感
知

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

。
 

（
指

針
1
1
）

 

２
．

複
数

ユ
ニ

ッ
ト

の
核

的
制

限
値

の
維

持
に

つ
い

て
は

、

十
分

な
構

造
強

度
を

も
つ

構
造

材
を

使
用

す
る

等
適

切

な
対

策
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
指

針
1
2
）

 

再
処

理
施

設
に

お
い

て
は

、
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

と
し

て

も
、

こ
れ

に
対

す
る

適
切

な
対

策
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
解

説
）

 

１
．

指
針

1
0
及

び
1
1
を

満
足

す
る

限
り

臨
界

事
故

の
発

生
す

る
可

能
性

は
極

め
て

低
い

と
考

え
ら

れ
る

が
、

臨
界

事

故
が

発
生

し
た

と
し

て
も

、
臨

界
事

故
の

規
模

を
最

小

限
に

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
従

事
者

及
び

一
般

公
衆

の

線
量

を
最

小
限

に
抑

え
る

た
め

に
指

針
1
2
の

対
策

を
規

定
す

る
。

 

（
指

針
1
2
）

 

１
．

臨
界

警
報

装
置

に
よ

り
、

臨
界

事
故

の
発

生
が

直
ち

に

検
知

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

。
 

前
記

の
と

お
り

 

変
更

無
し
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事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
２

条
（

核
燃

料
物

質
の

臨
界

防
止

）
 

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

備
 

考
 

（
解

釈
）

 

二
 
臨

界
管

理
上

重
要

な
施

設
（

核
燃

料
物

質
を

含
む

溶
液

を

取
り

扱
う

施
設

で
あ

っ
て

、
核

燃
料

物
質

の
濃

度
管

理
及

び
同

位
体

組
成

管
理

並
び

に
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
濃

度
管

理
が

行
わ

れ
て

い
る

施
設

を
い

う
。

）
に

お
い

て
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

と
し

て
も

、
当

該
事

故
発

生
下

に
お

い
て

核
燃

料
物

質
を

含
む

溶
液

の
移

送
、

希
釈

、
中

性
子

吸
収

材
の

注
入

等
の

対
策

を
容

易
に

講
じ

ら
れ

る
設

計
で

あ
る

こ
と

。
 

（
指

針
1
2
）

 

２
．

臨
界

管
理

上
重

要
な

施
設

に
お

い
て

臨
界

事
故

が
発

生

し
た

と
し

て
も

、
こ

れ
を

未
臨

界
に

す
る

た
め

の
措

置

が
講

じ
ら

れ
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

（
解

説
）

 

２
．

「
臨

界
管

理
上

重
要

な
施

設
」

と
は

、
核

燃
料

物
質

を

含
む

溶
液

を
取

り
扱

う
施

設
で

あ
っ

て
、

濃
度

管
理

、

同
位

体
組

成
管

理
及

び
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
濃

度

管
理

が
行

わ
れ

て
い

る
施

設
を

い
う

。
 

３
．
「

未
臨

界
に

す
る

た
め

の
措

置
」

と
は

、
核

燃
料

物
質

を
含

む
溶

液
の

移
送

、
希

釈
、

中
性

子
吸

収
材

の
注

入

等
を

い
う

。
 

前
記

の
と

お
り
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事業指定基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（1/5）

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するお

それがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることそ

の他の適切な措置を講じたものでなければならない。 

再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 

１ 第１項に規定する「核燃料物質が臨界に達する」とは、運

転時に予想される機械又は器具の単一の故障若し

くはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した

場合に、核燃料物質が臨界に達することをいう。 

２ 第１項に規定する「核的に安全な形状寸法にすることその

他の適切な措置」とは、核燃料物質の取扱い上の一つの

単位（以下「単一ユニット」という。）について、以下

の各号に掲げる措置又はこれらと同等以上の措置を

いう。 

一 核燃料物質を収納する機器の形状寸法、溶液中の核

燃料物質の濃度、核燃料物質の質量、核燃料物質の同

位体組成、中性子吸収材の形状寸法、濃度、材質等につ

いて適切な核的制限値（臨界管理を行う体系の未臨界

確保のために設定する値をいう。この値は、具体的

な機器の設計及び運転条件の妥当性の判断を容易か

つ確実に行うために設定する計量可能な値であ

り、この値を超えた機器の製作並びに運転時及び停止

時における運転条件の設定は許容されない。）が設

けられていること。 

ロ．再処理施設の一般構造

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造

  再処理施設における臨界事故を防止するため，

次のような安全設計及び安全対策を講じた構造と

する。 

ロ．再処理施設の一般構造

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造

(ⅰ) 単一ユニットは，技術的に見て想定されるいかなる

場合でも，形状寸法管理,濃度管理,質量管理，同位体

組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せ

により臨界を防止する対策を講ずる設計とする｡ 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(１) 単一ユニットについては，技術的に見て想定されるい

かなる場合でも，臨界を防止するために，形状寸法管

理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子

吸収材管理並びにこれらの組合せにより臨界安全設計

を行う。このため，適切な核的制限値を設定する。

ロ．再処理施設の一般構造

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造

再処理施設の運転中及び停止中において想定され

る，系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含

み，以下「機器」という。）の単一故障若しくはそ

の誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合

において，核燃料物質が臨界に達するおそれがない

ようにするとともに，臨界管理上重要な施設に対し

ては，臨界が発生した場合にも，その影響を緩和で

きるよう，核燃料物質の臨界防止に係る再処理施設

の設計の基本方針を以下のとおりとする。

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

  安全機能を有する施設は，再処理施設の運転中及び停止

中において想定される系統及び機器の単一故障若しくはそ

の誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合におい

て，核燃料物質が臨界に達することがないようにするた

め，核的に安全な形状にすることその他の適切な措置を講

ずる。 

また，臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生

した場合にも，その影響を緩和できるよう，臨界の発生

を直ちに検知するため臨界警報装置を設けるとともに，

中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じられる設計

とする。 

臨界防止に対する設計方針は，以下のとおり。 

ロ．再処理施設の一般構造

(ⅰ) 単一ユニットの臨界安全設計

核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一

ユニット」という。）については，形状寸法管理，

濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸

収材管理並びにこれらの組合せにより臨界を防止す

る設計とする。設計に当たり，これらの管理に対し

て適切な核的制限値（臨界管理を行う体系の未臨界

確保のために設定する値）を設定する。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(１) 単一ユニットの臨界安全設計

核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一ユニ

ット」という。）については，形状寸法管理，濃度管

理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並

びにこれらの組合せにより，臨界を防止する設計とす

る。設計に当たり，これらの管理に対して適切な核的制

限値（臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定す

る値）を設定する。 

ロ．再処理施設の一般構造

(ⅰ) 単一ユニットの臨界安全設計

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料

物質の物理的・化学的性状，カドミウム，ほう素等

の中性子の吸収効果，酸化物中の水分濃度等の減速

条件及び構造材の反射条件に関し，工程及びユニッ

トの設置環境，使用済燃料の仕様も含めて，それぞ

れの想定される状態の変動の範囲において，中性子

増倍率が最も大きくなる場合を仮定し，計算コード

の計算誤差も含めて，十分な安全余裕を見込んで設

定する。 

「核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、

核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じ

たもの」について，既許可申請書本文ロ項には臨界事故を防

止するため，安全設計及び安全対策を講じた構造とすること

を記載している。 

また、上記の本文記載事項に対する設計方針として，既許可

申請書添付書類六 「1.2 核燃料物質の臨界防止に関する

設計」に単一ユニット並びに複数ユニットについて，臨界を

防止するための設計を行うとともに，臨界事故を防止するた

めに必要な設備を設けることを記載している。 

さらに、既許可申請書添付書類六 「1.2 核燃料物質の臨

界防止に関する設計」に核的制限値の設定において考慮すべ

き事項を記載している。 

指針では，技術的に見て想定されるいかなる場合でも臨界を

防止する対策が講じられることが要求されており，それらを

達成する手段の具体が記載されているが，事業指定基準規則

では，それらが包括された記載に見直されるとともに，解釈

において手段の具体が記載された。そのため，指針と規則の

要求はほぼ同一である。 

上記より，指針と規則の要求がほぼ同一であることから，新

たに追加された要求事項はなく，既許可の設計方針が指針を

踏まえたものであることより，既許可の設計方針は新たな規

則に相当するものである。 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、

許認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の適正化の観点で見直し

を実施する。 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

既許可においては安全設計及び安全対策と表現されていた

が，臨界防止に関する構造の全体像を示すこととし，臨界に

達する恐れが無いことと，臨界が発生した場合でも影響を緩

和できる旨を記載 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

表現を見直し 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則解釈に合わせて単一ユニットの定義を明確化 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則解釈に合わせて核的制限値を設定する旨を追記 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則解釈に合わせて核的制限値の定義を明確化 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類六1.2に記載していた事項を，規則解釈に合わせて

本文に記載 
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事業指定基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（2/5）

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

二 核的制限値を設定するに当たっては、取り扱われる

核燃料物質の物理的・化学的性状並びに中性子の吸収

効果、減速条件及び反射条件に関し、それぞれの

状態の変動を考慮して、十分な安全裕度を見込む

こと。 

三 核的制限値を設定するに当たっては、以下に掲げる

事項について中性子増倍率が最も大きくなる場合

を仮定し、十分な安全裕度を見込むこと。 

① ウラン中のウラン２３５の割合、プルトニ

ウムの同位体組成、ウランとプルトニウム

の混合比等

② 核燃料物質の金属、粉末、スラッジ、溶液

等の物理的形態及び化学的形態

③  核燃料物質及び中性子減速材の非均質

性及び濃度分布の不均一性

④ 燃料物質中の中性子減速材及び吸収材の割

合の変動

⑤ 反射条件の変動（ただし、浸水については、

再処理施設の立地条件、適切な設計等によ

り、浸水の可能性が極めて低いと判断される

場合は浸水を考慮しなくてよい。） 

⑥  計算コードを用いて核的制限値を計算

する場合はその計算誤差

⑦ 形状管理する場合にあっては機器等の腐

食

⑧ 中性子吸収材管理を行う場合にあっては、

材料の中性子吸収効果の低減

四 系統及び機器の単一故障又は誤動作若しくは

運転員の単一誤操作を想定しても、臨界にならない設計

であること。具体的適用の事例を以下に示す。 

① 濃度管理、質量管理及び可溶性中性子吸収材

による臨界管理を行う場合にあっては、単

一故障又は誤動作若しくは単一誤操作を想定

しても、臨界にならない設計であること。 

② 臨界管理されている系統及び機器から単

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

また，核的制限値を設定するに当たっては，取り

扱う核燃料物質の物理的・化学的性状並びに中性子減

速材としてのポリエチレンを併用したカドミウム等の

中性子の吸収効果，酸化物中の水分濃度等の減速条件

及びセル壁構造材等の反射条件に関し，工程及びユニ

ットの設置環境等も含めて，それぞれの状態の変動を

考慮して，十分な安全裕度を見込むこととする。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

核的制限値に対応する単一ユニットとしての実効

増倍率が，ＪＡＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に検証

されたコード システムで0.95以下となるようにす

る。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 なお，プルトニウム溶液を内蔵する機器は，原則

として全濃度安全形状寸法管理及び必要に応じて中性

子吸収材の併用による臨界安全設計を行う。（ここで

いう全濃度安全形状寸法管理は，液体の核燃料物質を

内蔵する機器において，濃度に制限値を設定する必要

がないように設計する形状寸法管理であり，以下「全

濃度安全形状寸法管理」という。） 

ロ．再処理施設の一般構造

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造

(ⅲ) 系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含み，以

下「機器」という。）の単一故障又は誤動作若し

くは運転員の単一誤操作を想定しても臨界に達し

ないよう設計する。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(１) 単一ユニットの臨界安全設計

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質

の物理的・化学的性状並びにカドミウム，ほう素及びガ

ドリニウムの中性子の吸収効果，酸化物中の水分濃度，

溶解槽中のペレット間隔，エンドピース酸洗浄槽中のペ

レット間隔及び水の密度による減速条件並びにセル壁構

造材及び機器構造材の反射条件に関し，工程，ユニット

の設置環境及び使用済燃料の仕様も含めて，それぞれの

想定される状態の変動の範囲において，中性子増倍率が

最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差も

含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(１) 単一ユニットの臨界安全設計

核的制限値に対応する単一ユニットとしての実効増倍

率が，ＪＡＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に検証された

計算コードシステムで0.95以下となるようにする。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(１) 単一ユニットの臨界安全設計

なお，プルトニウム溶液を内包する機器は，原則とし

て全濃度安全形状寸法管理及び必要に応じて中性子吸収

材の併用による臨界安全設計を行う。（ここでいう全濃

度安全形状寸法管理は，液体の核燃料物質を内包する機

器において，濃度に制限値を設定する必要がないように

設計する形状寸法管理であり，以下「全濃度安全形状寸

法管理」という。） 

ロ．再処理施設の一般構造

(ⅰ) 単一ユニットの臨界安全設計

濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収材によ

る臨界管理を行う系統及び機器は，その単一故障又

は誤動作若しくは運転員の単一誤操作を想定して

も，臨界にならない設計とするとともに，臨界管理

されている系統及び機器から単一故障又は誤動作若

しくは運転員の単一誤操作によって，臨界管理され

ていない系統及び機器へ核燃料物質が流入すること

がないよう設計する。 

前記のとおり 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則解釈に合わせて記載充実 
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事業指定基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（3/5） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
一故障又は誤動作若しくは単一誤操作に

よって、臨界管理されていない系統及び機器

へ、核燃料物質が流入することのない設計で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項に規定する「核的に安全な形状寸法にすることその

他の適切な措置」とは、二つ以上の単一ユニットが存在す

る場合について、以下の各号に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の措置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 また，臨界安全管理を行う機器から，臨界安全管

理対象外の機器への液移送は，分析を伴う回分操作

による管理を原則とするが，連続液移送を行う場合

は，溶液のウラン及びプルトニウム濃度が有意量以

下であることを放射線検出器等により監視する設計

とする。なお，分析を伴う回分操作で臨界安全管理

を行う場合は，施錠管理等を行う設計とし，ウラン

及びプルトニウムの同位体分析並びにウラン，プル

トニウム等の濃度分析は，標準試料と逐次並行分析

を行い，複数回の測定を実施する分析管理とする。 

  さらに，系統及び機器の単一故障若しくは誤動作

又は運転員の単一誤操作を想定しても，臨界に至ら

ない設計とする。 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 中性子吸収材として使用するほう素入りコンクリ

ートについては，十分なほう素濃度を有するものを

使用し，また，外側をステンレス鋼で保護する設計

とする。 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

  (１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

  (ⅱ) 複数ユニットは，技術的に見て想定されるいかなる

場合でも，単一ユニット相互間の適切な配置の維持，

単一ユニット相互間における中性子しゃへい材の使用

等並びにこれらの組合せにより臨界を防止する対策を

講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 (１) 単一ユニットの臨界安全設計 

   濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収材による臨

界管理を行う系統及び機器は，その単一故障又は誤動作

若しくは運転員の単一誤操作を想定しても，臨界になら

ない設計とするとともに，臨界管理されている系統及び

機器から単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操

作によって，臨界管理されていない系統及び機器へ核燃

料物質が流入することがないよう設計する。 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

  (ⅲ) その他の臨界安全設計  

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外

の機器への液移送については，誤操作を防止するた

めの施錠管理を行った上で，濃度分析を伴う回分操

作により管理する設計とするが，連続液移送を行う

場合は，放射線検出器により核燃料物質濃度が有意

量以下であることを監視する設計とする。 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 (３) その他の臨界安全設計 

   臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機

器への液移送については，誤操作を防止するための施錠

管理を行った上で，濃度分析を伴う回分操作により管理

する設計とするが，連続液移送を行う場合は，放射線検

出器により核燃料物質濃度が有意量以下であることを監

視する設計とする。分析を伴う回分操作で臨界安全管理

を行う場合のウラン及びプルトニウムの同位体分析並び

にウラン及びプルトニウムの濃度分析は，標準試料と逐

次並行分析を行い，複数回の測定を実施する分析管理と

する。 

 

 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 (３) その他の臨界安全設計 

   中性子吸収材として使用するほう素入りコンクリート

については，十分なほう素濃度を有するものを使用する

設計とする。また，外側をステンレス鋼で保護する設計

とする。 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

  (ⅱ) 複数ユニットの臨界安全設計 

二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下

「複数ユニット」という。）については，単一ユニ

ット相互間の適切な配置の維持及び単一ユニット相

互間への中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せ

により臨界を防止する設計とする。 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

  (ⅱ) 複数ユニットの臨界安全設計  

また，単一ユニット相互間の中性子相互干渉を考

慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間の配

置，間接的に管理可能な単一ユニット相互間の配

前記のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則解釈に合わせて核燃料物質の流入防止の考慮を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則解釈に合わせて複数ユニットの定義を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類六1.2に記載していた事項を，規則解釈に合わせて

本文に記載 
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事業指定基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（4/5） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

一 単一ユニット相互間の中性子の吸収効果、減速条件

及び反射条件に関し、それぞれの変動を考慮して、

十分な安全裕度を見込んだ上で、単一ユニット相互

の配置、中性子遮蔽材の配置、形状寸法等について

適切な核的制限値が設けられていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 複数ユニットの核的制限値を設定するに当たって

は、以下の事項について反応度が最も大きくなる

場合を仮定し、十分な安全裕度を見込むこと。 

① 単一ユニット相互間に存在する物質に

よる中性子の減速及び吸収の条件の変動 

② 壁等の構築物からの中性子の反射効果 

③ 計算コードを用いて核的制限値を計算する場

合は、その計算誤差 

④ 核燃料物質が移動する場合には、移動中の核

燃料物質の落下、転倒及び接近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 複数ユニットの核的制限値の維持については、十分

な構造強度を持つ構造材を使用する等適切な

対策が講じられていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 (２) 複数ユニットについては，技術的に見て想定されるい

かなる場合でも,臨界を防止するために，単一ユニッ

ト相互間の適切な配置の維持，単一ユニット相互間に

おける中性子吸収材の使用等並びにこれらの組合せに

より臨界安全設計を行う。このため，適切な核的制限

値を設ける。 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 また，単一ユニット相互間の配置，中性子吸収材

の配置，形状寸法等について核的制限値を設定する

に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸収

効果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移

動時の核燃料物質の落下，転倒，接近等も含めて，

それぞれの変動を考慮して，十分な安全裕度を見込

むこととする。 

また，核的制限値に対応する複数ユニットとしての

実効増倍率が，ＪＡＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分

に検証されたコード システムで0.95以下となるよう

にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 さらに，複数ユニットの核的制限値を維持するた

めに，十分な構造強度をもつ構造材を使用する等適

切な対策を講じる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置，中性子遮蔽材の配置及び形状寸法について適切

な核的制限値を設定する。 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相

互間の中性子の吸収効果，減速条件及び反射条件に

関し，核燃料物質移動時の核燃料物質の落下，転倒

及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される

変動の範囲において，反応度が最も大きくなる場合

を仮定し，計算コードの計算誤差も含めて，十分な

安全余裕を見込んで設定する。 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 (２) 複数ユニットの臨界安全設計 

   二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下，「複

数ユニット」という。）については，単一ユニット相互

間の適切な配置の維持及び単一ユニット相互間への中性

子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界を防止

する設計とする。また，単一ユニット相互間の中性子相

互干渉を考慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相互

間の配置，間接的に管理可能な単一ユニット相互間の配

置，中性子吸収材の配置及び形状寸法について適切な核

的制限値を設定する。 

 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

   核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間

の中性子の吸収効果，減速条件及び反射条件に関し，核

燃料物質移動時の核燃料物質の落下，転倒及び接近の可

能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲におい

て，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計算コード

の計算誤差を含めて，十分な安全余裕を見込んで設定す

る。 

   また，核的制限値に対応する複数ユニットとしての実

効増倍率が，ＪＡＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に検証

された計算コードシステムで0.95以下となるようにす

る。 

 

 

 

 ロ．再処理施設の一般構造 

  (ⅱ) 複数ユニットの臨界安全設計  

複数ユニットの核的制限値の維持については，十

分な構造強度をもつ構造材を使用する等適切な対策

を講ずる設計とする。 

 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

   複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な

構造強度をもつ構造材を使用する等適切な対策を講ずる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前記のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類六1.2に記載していた事項を，規則解釈に合わせて

本文に記載 
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事業指定基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（5/5）

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

２ 再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止する

ために必要な設備を設けなければならない。 

再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 

４  第２項に規定する「臨界事故を防止するために必要な設備」と

は、以下の各号に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を講じた設備をいう。 

一 臨界警報装置により、臨界事故の発生が直ちに感知

できる設計であること。 

二 臨界管理上重要な施設（核燃料物質を含む溶液を取

り扱う施設であって、核燃料物質の濃度管理及び同位

体組成管理並びに可溶性中性子吸収材の濃度管理

が行われている施設をいう。）において臨界事故が

発生したとしても、当該事故発生下において核燃

料物質を含む溶液の移送、希釈、中性子吸収材の注

入等の対策を容易に講じられる設計であること。 

＜再掲はじめ＞ 

ロ．再処理施設の一般構造

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造

  再処理施設における臨界事故を防止するため，

次のような安全設計及び安全対策を講じた構造と

する。 

＜再掲おわり＞ 

ロ．再処理施設の一般構造

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造

また，万一の臨界事故の発生に備え，核燃料物質

を取り扱う施設は，必要に応じて臨界警報装置を設

置する設計とする。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(３) 臨界が発生する可能性は極めて低いと考えら

れるが，臨界を想定した場合，放射線業務従事者等

に多大な被ばくをもたらすおそれのあると考えられ

るセル等の周辺には，臨界の発生を直ちに検知する

ため臨界警報装置を設置し，常時監視する。 

ロ．再処理施設の一般構造

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造

さらに，臨界管理上重要な溶解施設の溶解槽で

は，万一臨界事故が発生したとしても，中性子吸収

材の注入等の未臨界にするための措置を講ずる設計

とする。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

また，臨界が発生する可能性は極めて低いと考え

られるが，多数の管理方法の組合せで臨界を防止し

ていることにより，臨界管理上重要な施設としてい

る溶解施設の溶解槽では，臨界を想定した場合に

も，中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じら

れる設計とする。 

＜再掲はじめ＞ 

ロ．再処理施設の一般構造

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造

再処理施設の運転中及び停止中において想定され

る，系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含

み，以下「機器」という。）の単一故障若しくはそ

の誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合

において，核燃料物質が臨界に達するおそれがない

ようにするとともに，臨界管理上重要な施設に対し

ては，臨界が発生した場合にも，その影響を緩和で

きるよう，核燃料物質の臨界防止に係る再処理施設

の設計の基本方針を以下のとおりとする。

＜再掲おわり＞ 

ロ．再処理施設の一般構造

(ⅲ) その他の臨界安全設計

設計基準事故として臨界を想定している溶解施設

の溶解槽並びに臨界事故を想定した場合に，従事者

に著しい放射線被ばくをもたらすおそれのあるセル

及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するた

め臨界警報装置を設置する。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(３) その他の臨界安全設計

臨界が発生する可能性は極めて低いと考えられるが，

臨界事故を想定しても，公衆及び従事者の被ばくの影響

を最小限に抑えるため，以下の対策を講ずる設計とす

る。 

ａ．設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶

解槽並びに臨界事故を想定した場合に，従事者に著しい

放射線被ばくをもたらすおそれのあるセル及び室の周辺

には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報装置を

設置する。 

ロ．再処理施設の一般構造

(ⅲ) その他の臨界安全設計

臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶解槽

は，形状管理，濃度管理，質量管理等の管理方法の

組合せで臨界を防止する設計とし，万一，臨界が発

生した場合においても，可溶性中性子吸収材緊急供

給回路及び可溶性中性子吸収材緊急供給系により，

自動で中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じ

られる設計とする。 

添付書類六 1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(３) その他の臨界安全設計

ｂ．多数の管理方法の組合せで臨界を防止していることに

より，臨界管理上重要な施設としている溶解施設の溶解

槽では，万一臨界が発生した場合においても，可溶性中

性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸収材緊急供

給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措

置が講じられる設計とする。 

「再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止す

るために必要な設備を設けなければならない。」について，

既許可申請書本文ロ項には臨界事故を防止するため，安全設

計及び安全対策を講じた構造とすることを記載している。 

また、上記の本文記載事項に対する設計方針として，既許可

申請書添付書類六 「1.2 核燃料物質の臨界防止に関する

設計」に臨界警報装置及び未臨界に移行するために必要な設

備を設けることを記載している。 

指針では，臨界事故が発生した場合に対する適切な対策が要

求されており，事業指定基準規則では，臨界事故を防止する

ための設備を設けることが要求され，解釈においてそれらの

設備の具体が明確化されたものの，設置が要求されている設

備は指針と解釈で同じである。 

上記より，指針と規則の要求がほぼ同一であることから，新

たに追加された要求事項はなく，既許可の設計方針が指針を

踏まえたものであることより，既許可の設計方針は新たな規

則に相当するものである。 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、

許認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直し

を実施する。 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

既許可においては安全設計及び安全対策と表現されていた

が，臨界防止に関する構造の全体像を示すこととし，臨界に

達する恐れが無いことと，臨界が発生した場合でも影響を緩

和できる旨を記載 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

臨界警報装置を設置する場所及び目的について記載充実 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則解釈に合わせて溶解槽に関する記載を充実するととも

に，中性子吸収材の供給にかかる手段を明確化 
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